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令和６年 

第１回宿毛市議会臨時会会議録第１号 

 

　　　　　第１日（令和６年１月１７日　水曜日） 

午前１０時　開議 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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　　１４番　寺　田　公　一　君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４　欠席議員（１名） 

　　１１番　髙　倉　真　弓　君 
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５　事務局職員出席者 

　　　事 務 局 長　　黒　田　　　厚　君 

　　　議 事 係 長　　桑　原　美　穂　君 

－－・・－－－－－ 

６　出席要求による出席者 

 　　　次長兼庶務係長 
　　　兼 調 査 係 長

中　平　　　純　君
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　　　市 長　　中　平　富　宏　君 

　　　副 市 長　　岩　本　昌　彦　君 

　　　企画課長補佐　　大　内　淳　平　君 

　　　危機管理課長　　有　田　巧　史　君 

　　　市 民 課 長　　岡　本　　　武　君 

　　　税 務 課 長　　朝比奈　淳　司　君 
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　　　福祉事務所長　　畠　中　健　一　君 

　　　水 道 課 長　　宮　本　　　潤　君 

　　　教 育 長　　鎌　田　勇　人　君 

 

 　　　総 務 課 長 兼 
　　　選挙管理委員会 
　　　事 務 局 長

桑　原　　　一　君

 　　　会計管理者兼 
　　　会 計 課 長

佐　藤　恵　介　君
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時０１分　開会 

○議長（川村三千代君）　これより、令和６年

第１回宿毛市議会臨時会を開会いたします。 

　直ちに本日の会議を開きます。 

　この際、議長から申し上げます。 

　本年元日、能登半島地震が発生し、各地に甚

大な被害が見舞われました。 

　多くの尊い人命が奪われ、今も安否不明の

方々がいらっしゃいます。 

　そして、本日は、１９９５年（平成７年）の

阪神・淡路大震災発生から２９年を迎えました。

本議会として、犠牲となられた方々に対し、哀

悼の意を込め、黙禱いたしたいと思います。御

出席の皆様方の御賛同を賜りますよう、お願い

申し上げます。 

　事務局長。 

○議会事務局長（黒田　厚君）　ただいまより

黙禱を行います。 

　御起立をお願いいたします。 

（黙　禱） 

○議会事務局長（黒田　厚君）　黙禱を終わり

ます。 

　御着席願います。 

○議長（川村三千代君）　現在もなお厳しい生

活を強いられている被災された皆様方に対し、

心からお見舞いを申し上げます。 

　お辛い毎日が続いておりますが、一日も早く

復旧復興がなされますよう、お祈りいたしてお

ります。 

　日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

　会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定

により、議長において、１４番寺田公一君及び

１番井上　将君を指名いたします。 

　日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

　お諮りいたします。 

　今期臨時会の会期は、本日１日といたしたい

と思います。 

　これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、今期臨時会の会期は、本日１日と決

定いたしました。 

　この際、議長から報告いたします。 

　１１番髙倉真弓君から、会議規則第２条の規

定により、欠席する旨の届出がありました。 

　日程第３「議案第１号から議案第３号まで」

の３議案を一括議題といたします。 

　この際、提案理由の説明を求めます。 

　市長。 

○市長（中平富宏君）　皆様、改めましておは

ようございます。 

　本日は、令和６年第１回宿毛市議会臨時会に

御参集いただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

　はじめに、私からも、元日に石川県で発生し

た令和６年能登半島地震によりまして、甚大な

被害が発生しております。お亡くなりになられ

た方々に、心より哀悼の意を表するとともに、

被災された方々にお見舞いを申し上げます。 

　それでは、御提案申し上げました議案につき

まして、提案理由の説明をいたします。 

　議案第１号は、副市長の選任につき同意を求

めるものでございます。 

　現副市長の岩本昌彦氏が、令和６年１月１９

日をもって任期満了となりますので、新たに現

企画課長の上村秀生氏を選任いたしたく、地方

自治法第１６２条の規定により、議会の同意を

求めるものでございます。 

　上村秀生氏の経歴等につきましては、お手元

に資料をお配りしておりますので重複は避けま

すが、人格、識見ともに優れ、本市の副市長と
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して適任者であると確信いたしておりますので、

御同意いただきますよう、よろしくお願いを申

し上げます。 

　議案第２号は、「令和５年度宿毛市一般会計

補正予算について」でございます。 

　総額で９，３７６万２，０００円を増額しよ

うとするものです。 

　内容につきましては、全額国費にて住民税均

等割のみが課税されている世帯に、住民税非課

税世帯と同水準となる１世帯当たり１０万円を

給付するとともに、低所得者世帯で扶養されて

いる１８歳以下の子供１人当たりに５万円を追

加給付するために必要な予算を追加しようとす

るものです。 

　議案第３号は、「宿毛市手数料徴収条例の一

部を改正する条例について」でございます。 

　内容につきましては、戸籍法の一部が改正さ

れ、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行業務

が新たに追加されることなどから、当該事務に

係る手数料などを規定するため、地方公共団体

の手数料の標準に関する政令の一部を改正する

政令に準じ、本条例の一部を改正しようとする

ものです。 

　以上が、御提案申し上げました議案の内容で

ございます。 

　よろしく御審議の上、適切な御決定を賜りま

すようお願い申し上げまして、提案理由の説明

とさせていただきます。 

　よろしくお願いをいたします。 

○議長（川村三千代君）　これにて、提案理由

の説明は終わりました。 

　これより質疑に入ります。 

　質疑の通告がありますので、順次、発言を許

します。 

　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　ただいま、議長からも

お話がありました、市長からもお話がありまし

た、元日に起きました能登半島地震におきまし

て、犠牲となられた方々、そして、今なお過酷

な状況に置かれている皆様、一刻も早く日常が

取り戻せますよう、私からもお祈り申し上げま

す。 

　９番、川田栄子、質疑に移らせていただきま

す。 

　議案第２号別冊、令和５年度一般会計補正予

算、価格高騰緊急支援給付金８，９２０万円に

ついて、お聞きをいたします。 

　全額国費で、住民税均等割のみが課税されて

いる世帯にとありますので、所得割のかからな

い方が該当されると思います。給付支援対象者

及び当市において該当する給付世帯について、

お伺いをいたします。 

○議長（川村三千代君）　福祉事務所長。 

○福祉事務所長（畠中健一君）　福祉事務所長、

９番、川田議員の質疑にお答えいたします。 

　議案第２号別冊、令和５年度宿毛市一般会計

補正予算（第９号）の８ページを御覧ください。 

　第３款民生費、第１項社会福祉費、１０目価

格高騰緊急支援給付金費、１８節負担金補助及

び交付金、価格高騰緊急支援給付金８，９２０

万円の支給対象者及び世帯数について、御説明

をさせていただきます。 

　今回の支給対象者及び支給額につきましては、

令和５年度の住民税均等割のみ課税世帯に、１

世帯当たり１０万円を、令和５年度住民税非課

税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、

１８歳以下の児童がいる世帯に子供加算として、

児童１人当たり５万円を給付するものでござい

ます。 

　内容といたしましては、１０万円の対象とな

る住民税均等割のみ課税世帯が７００世帯、１

人当たり５万円の子供加算の対象児童数は３８

４人を見込んでおります。 

　以上でございます。 
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○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　本当に今、日本は地獄

だと思います。海外にお金をばらまくのではな

く、税金が広く支援されるべき方向にしっかり

分配され、ここにとどまることなく、物価高騰

の中、これからも適切に支援がなされるよう、

行政として見守っていただきたいと思います。 

　次、２番へまいります。 

　議案第３号の宿毛市手数料徴収条例の一部を

改正する条例についてお聞きをいたします。 

　令和６年３月１日から、戸籍の広域交付が開

始されることにより、新たに戸籍謄本等の広域

交付等に係る手数料を定める趣旨と思われます。

広域交付が開始されることにより、戸籍除籍証

明書提供用識別符号に関する規定の新設等が、

市民に対してどのようなサービスとなり得るか、

条例改正の目的と合わせて、条例の概要を伺い

ます。 

○議長（川村三千代君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　市民課長、川田議

員の質疑にお答えいたします。 

　令和６年第１回宿毛市議会臨時会議案４ペー

ジ。 

　議案第３号、宿毛市手数料徴収条例の一部を

改正する条例につきまして、条例の概要及び改

正の目的について質疑をいただきました。 

　背景といたしまして、議員もおっしゃってい

ただいているように、戸籍法の一部を改正する

法律が、本年３月１日に施行され、法務省と市

区町村の戸籍システムが連携し、戸籍情報を参

照することが可能となり、戸籍謄抄本の証明書

発行等の手続が簡略化されるなど、利便性の向

上が見込まれております。 

　地方公共団体の手数料の標準に関する政令の

一部を改正する政令に準じ、宿毛市手数料徴収

条例について、所要の改正が必要となっており、

戸籍法の一部を改正する法律の概要とともに、

包括的に答弁をさせていただきます。 

　はじめに、戸籍法の一部改正に関しまして、

戸籍証明書の広域交付についてでございます。 

　本年３月１日より御自身や父母等の戸籍につ

いて、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証

明書の請求や発行が可能となります。 

　次に、戸籍電子証明書の発行についてであり

ます。 

　御自身や父母等の戸籍について、オンライン

上でパスポートの発給申請などの行政手続を行

う際に、利用可能な戸籍電子証明書とされる戸

籍事項の証明事項の発行が可能となります。今

後、国のシステム構築後に、戸籍電子証明書の

活用によりまして、紙の戸籍証明書の添付が省

略される見込みであり、戸籍電子証明書を確認

するためのパスワードとなる戸籍または除籍の

電子証明書提供用識別符号の発行業務が新たに

追加されることなどから、当該事務に係る手数

料等を規定するため、地方公共団体の手数料の

標準に関する政令の一部を改正する政令に準じ、

本市手数料徴収条例の一部を改正することが必

要となっております。 

　本条例の主な改正内容は、戸籍電子証明書の

発行に係る内容でございますが、本条例の規定

に係る疑義をなくすため、地方公共団体の手数

料の標準に関する政令の一部を改正する政令と

同様の規定として、改正しようとするものでご

ざいます。 

　以上でございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　料金改正の中で、新規

につきましては、ウの戸籍電子証明書提供用識

別符号１件につき４００円とカの除籍電子証明

書提供用識別符号１件につき７００円というこ

とでよろしいでしょうか。 

　まとめてみますと、他市町村に本籍がある人

が、全国どこの市区町村からでも戸籍証明書、
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除籍証明書を交付請求できる制度が、令和６年

３月１日から開始という理解でよろしいでしょ

うか、お聞かせください。 

○議長（川村三千代君）　市民課長。 

○市民課長（岡本　武君）　市民課長、お答え

いたします。 

　御指摘のとおりでございます。 

○議長（川村三千代君）　９番川田栄子君。 

○９番（川田栄子君）　了解しました。ありが

とうございました。 

○議長（川村三千代君）　以上で通告による質

疑は終了いたしました。 

　ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　ほかに質疑がありま

せんので、これにて質疑を終結いたします。 

　この際、暫時休憩いたします。 

午前１０時１７分　休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時３５分　再開 

○議長（川村三千代君）　休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

　お諮りいたします。 

　ただいま議題となっております議案３件につ

いては、会議規則第３７条第３項の規定により、

委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

　これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、議案第１号から議案第３号までの３

議案は、委員会の付託を省略することに決しま

した。 

　これより、「議案第１号」について、討論に

入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

　お諮りいたします。 

　「議案第１号」は、これに同意することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　御異議なしと認めま

す。 

　よって、「議案第１号」は、これに同意する

ことに決しました。 

　これより、「議案第２号及び議案第３号」の

２議案について、討論に入ります。 

　討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　討論がありませんの

で、これにて討論を終結いたします。 

　これより、「議案第２号及び議案第３号」の

２議案を、電子表決により一括採決いたします。 

　本案は原案のとおり可決することについて、

賛成または反対のボタンをお押し願います。 

（電　子　表　決） 

○議長（川村三千代君）　表決漏れはありませ

んか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（川村三千代君）　表決漏れなしと認め、

確定いたします。 

　全員賛成であります。 

　よって「議案第２号及び議案第３号」の２議

案は、原案のとおり可決されました。 

　以上で、今期臨時会の日程は全て議了いたし

ました。 

　ここで、このたび任期満了となり退任される

こととなります副市長から、挨拶の申出があり

ますので、発言を許します。 

　副市長。 

○副市長（岩本昌彦君）　皆さん、おはようご

ざいます。 
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　議長のお許しをいただきましたので、退任に

当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

　このたび、副市長としての２期８年の任期を

終え、１月１９日付をもって退任することとな

りました。 

　その間、議員各位におかれましては、ときに

厳しい御指摘、御意見をいただく一方、適切な

判断を賜りましたこと、厚くお礼を申し上げま

す。 

　また、私をこの職にお引き立ていただいた中

平市長に対しまして、この場をお借りして、衷

心より感謝を申し上げます。 

　若く意欲的な市長のもとで、８年間一緒に仕

事ができましたことは、私にとってすばらしい

経験であり、大きな財産となりました。重ねて

感謝を申し上げます。 

　そして何より職員各位に対しましては、この

頼りない男をしっかり支えていただいたことに、

心からお礼を申し上げます。 

　さらに、現役職員だけでなく、私の長い役所

人生の中で、助けていただき、御指導いただき、

かわいがっていただいた全ての先輩職員に対し

ましても、感謝を申し上げたいというふうに思

います。皆様と一緒に仕事ができましたことは、

私にとってかけがえのない思い出であります。

本当にありがとうございました。 

　先ほど、新しい副市長の選任議案の御同意を

いただきました。市長が代わることなく、平穏

に副市長の職を後任に引き継げることは、長い

宿毛市政においても稀であり、自分は恵まれて

いるというふうに感じております。 

　皆様よく御存じのとおり、上村秀生氏は、す

ばらしい資質を持った、副市長に適任の人物で

あります。これからの御活躍を心から期待をし

ております。 

　さて、これからの宿毛市政も課題山積であり

ます。豪雨災害の頻発化やデジタル化の進展な

ど、社会は激しく変動しております。中でも急

激に進む少子高齢化、これは個人的に最も重要

な課題ではないかというふうに考えております。

宿毛市政も、大きな変革を迫られるものと思っ

ております。 

　このような難しい状況を乗り越えるためには、

議会、執行部が一緒になって知恵を出し、汗を

かいていかなければならならないというふうに

思います。簡単なことではありませんけれども、

議員各位に対しまして、宿毛市の未来のために

一層の御尽力を賜りますよう、よろしくお願い

をいたします。 

　最後になりましたけれども、皆様の御健勝、

そして御多幸を心より御祈念申し上げまして、

私の挨拶といたします。 

　長い間、本当にありがとうございました。 

○議長（川村三千代君）　以上で副市長の挨拶

は終わりました。 

　これにて、令和６年第１回宿毛市議会臨時会

を閉会いたします。 

午前１０時４２分　閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　宿 毛 市 議 会 議 長　　　川　村　三千代 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　寺　田　公　一 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議　員　　　井　上　　　将 
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令和６年第１回宿毛市議会臨時会議決結果一覧表 

 

　　　議　　案 

 

 

 
議案番号 件 名 議決月日 結　　果

 

第　１号 副市長の選任につき同意を求めることについて １月１７日 同　　意

 

第　２号 令和５年度宿毛市一般会計補正予算について １月１７日 原案可決

 

第　３号
宿毛市手数料徴収条例の一部を改正する条例につ

いて
１月１７日 原案可決


